
 

 

 

 
本市では、使用済小型家電を回収し金や銀、銅などの有用金属やレアメタル等に再資源化

する使用済小型家電リサイクル事業に取り組んでいます。 

平成２７年４月１日（水）から、市民の利便性の向上及び回収量の増加を目的として、次

のとおり回収対象品目と回収拠点を拡充することとしましたので、お知らせします。 

 

（１）回収対象品目の拡充 

 従来、携帯電話やデジタルカメラなど１６品目に限定していましたが、回収ボックス投入

口（横３０㎝×縦１５㎝）に入る、電気・電池で動く小型家電に拡充します。（ただし、電球・

蛍光管、パソコン、テレビなどの家電リサイクル法対象品目は除く） 

 

（２）回収拠点の拡充 

 次の４か所に新たに回収ボックスを設置します。 

 また、平成２７年３月３１日（火）に閉鎖する新磯野リサイクルスクエアに設置している

回収ボックスは、相武台まちづくりセンターへ移設します。 

＜新規回収拠点（４か所）＞ 

①イオン橋本店（緑区） ②田名まちづくりセンター（中央区） 

③上溝まちづくりセンター（中央区） ④イオン相模原店（南区） 

＜全回収拠点（２４か所）＞ 

緑区 

・緑区合同庁舎・橋本台リサイクルスクエア・北清掃工場・北部粗大ごみ受入施設 

・津久井クリーンセンター・城山総合事務所・津久井総合事務所・相模湖総合事務所・藤野総合事務所 

・ノジマ NEW 城山店・イオン橋本店 

中央区 
・相模原市役所本庁舎・上溝まちづくりセンター・田名まちづくりセンター・ノジマ相模原本店 

・青山学院大学（学校関係者専用） 

南区 
・南区合同庁舎・南清掃工場・南部粗大ごみ受入施設・相模台まちづくりセンター 

・相武台まちづくりセンター・伊勢丹相模原店 A館 3 階・イオン相模原店・相模女子大学（学校関係者専用）

 

 

使用済小型家電リサイクル事業の拡充について 

 
 この度、本市の使用済小型家電リサイクル事業の趣旨をご理解いただき、イオンリテー

ル株式会社様に協力事業者として小型家電の回収にご協力いただくこととなりました。 
平成２７年４月１日（水）からイオン橋本店（緑区）、イオン相模原店（南区）に回収ボ

ックスを設置します。 

市 内 の イ オ ン ２ 店 舗 に て 小 型 家 電 の 回 収 を 開 始 

平成２７年３月２０日 
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